
平成３０年度障害者理解を深めるための研修会開催要項 

 

１．目 的    障害の有無にかかわらず誰もが家庭や地域で明るく暮らせる社会づくりの 

         ために、地域での自立した生活と社会参加の推進を目的として、障害者自らが 

         様々な取組を進めているところですが、その一環として、障害者団体やその関 

         係者のみならず、広く一般の人にも参加を呼びかけ、障害に対する理解をさら 

         に深めることを目的に研修会を実施します。 

 

２．主 催   滋賀県、滋賀県障害者社会参加推進センター 

 

３．後 援   近江八幡市 

  （予定）   社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会 

 

４．開催日時   平成３１年１月１９日（土）１３：３０～１５：３０ 

 

５．開催場所   滋賀県立男女共同参画センター（Ｇ－ＮＥＴしが） 大ホール 

          〒５２３－０８９１ 滋賀県近江八幡市鷹飼町８０－４ 

          【収容人数：約２００人、駐車場有り、ＪＲ近江八幡駅徒歩１０分】 

 

６．講演内容   （仮称）「災害による障害者の孤立を防ぐためにできること 

                                ～人と地域のつながり～」 

             （１）障害者差別解消法の概要について 

             （２）災害時障害者等に対する対応・対策について 

                             ～熊本地震での体験を通して～ 

              講 師：熊本学園大学社会福祉学部教授 

                            ：弁護士  東  俊 裕  氏 

 

７．対 象   一般県民 

 

８．定 員   先着２００人 

 

９．参 加 費   無 料 

 

10．申込期間   平成３０年１１月１日（木）～平成３１年１月１４日（月・祝） 

 

11．申込方法   所定の参加申込書に必要事項を記入の上、申込期間中に来所、ＦＡＸ、メール 

         または郵送にて公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会まで申込みください。 

 

  申込み先    

   公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会（滋賀県障害者社会参加推進センター事務局） 

   〒５２５－００７２  滋賀県草津市笠山八丁目５番１３０号 
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   E-mail：info@kenshinkyo-shiga.com 
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